
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第１２号 

（所 管）  総 務 部 総 務 課 

件  名 市長からの意見聴取（令和３年度 堺市一般会計補正予算）について 

提 案 理 由 

令和３年度堺市一般会計補正予算について、令和３年第３回市議会定例会に

上程するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定

により、市長から意見を求められたものである。 

本件については、教育委員会の議決事項であるが、教育委員会の会議を開く

暇がなかったため、教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第１項に基

づき、令和３年８月１３日、教育長において臨時に代理したので報告し、承認

を求めるものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

 

令和３年度 教育費補正予算について （詳細別紙のとおり） 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和３年第３回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案については、

異議がないものとして回答する。 

■ その他（教育長の臨時代理により、異議がないものとして回答済であ 

る。） 

 

 

 

 

 

 

 



報告第１２号 

  

 

 

 

市長からの意見聴取(令和３年度堺市一般会計補正予算)について 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により市長から意見を 

求められた次の議案については、異議がないものとすることについて、教育長に対

する事務委任等に関する規則第４条第１項に基づき、令和３年８月１３日に教育長

において臨時に代理したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月１８日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  日 渡  円 
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2 特別支援学校施設等整備事業

（変更）

（追加）

第3表　債務負担行為補正（教育費関係）

（単位：千円）

事　　　　項

31,800

52,022 6,400

4,80027,000

24,707

1,247

2,556,700 △ 4,200

69,260

教 育 総 務 費

64,254,237

445,439

1,247 25,954

17,697,563 1,247

△ 9,000 565,000

特 別 支 援 学 校 債

中 学 校 債 574,000

△ 4,200市 債
（ 教 育 委 員 会 所 管 分 ）

2,556,700

教 育 債
(教育委員会所管分）

2,556,700

第1表　歳入歳出予算補正（教育費関係）

科　　目 補正前の額 補正額 計

2,552,500

説　　明

2,552,500

市 債
（ 教 育 委 員 会 所 管 分 ）

2,552,500

△ 4,200

補正前の額

1,673,024 6,400 1,679,424

50,000 6,400

58,422

補正額

△ 13,400

56,400

放 課 後 子 ど も 支 援 事 業 令和3～6年度 1,177,000

82,660

1,000,551

△ 13,400

総 額 2,556,700 △ 4,200 2,552,500

12,940,017 △ 13,400

学 校 保 健
衛 生 費

委 託 料

中 学 校 費

446,686

説　　明科　　目

中学校施設等整備事業

12,926,617

△ 5,753

987,151

計

64,259,990教 育 費

17,698,810

小 学 校 給 食 運 営 事 業 令和3～4年度 497,000

6,302,000

特 別 支 援 学 校 費

特別支援学校建設費

工 事 請 負 費

（単位：千円）

事　　　　項

英 語 教 育 推 進 事 業 令和3～4年度 172,000

学校保健衛生事業

納 付 拡 大 事 業 令和3年度 4,320 令和3～6年度

学 校 建 設 費

委 託 料

期　　間 限 度 額

期　間 限度額 期　間 限度額

4,000

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 令和3～8年度 6,275,000 令和3～8年度

補　　正　　前 補　　正　　後

2



（変更）

574,000 565,000

特 別 支 援 学 校 校 舎 等 整 備 事 業 27,000 31,800

（単位：千円）

起債の目的
補正前 補正前

限度額 限度額

中 学 校 校 舎 等 整 備 事 業

第4表　地方債補正（教育費関係）
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資 料 

令和３年度補正予算（８月補正） 

 

≪第１表 歳入歳出予算補正（教育費関係）≫ 

歳  入 

■市債                                              ▲４，２００千円 

中学校校舎や特別支援学校校舎等の整備にかかる歳出予算を補正することに伴い、市債に

係る歳入予算を補正するもの。 

 

 

歳  出 

≪新型コロナウイルス感染症対策≫ 

■就学時健康診断における人材派遣職員の追加配置                  1，２４７千円 

就学時健康診断において、新型コロナウイルス感染症対策として検温・健康チェック表の確認

等の事務を追加するにあたり、従来の配置人数から増員を図るもの。 

 

 

≪その他≫ 

■学校施設等の整備                                     ▲７，０００千円 

●大浜中学校長寿命化設計業務                            ▲１３,４００千円 

令和３年度内で設計業務を完了する予定であったが、学校等との調整の結果、工期の終期

を令和 4 年度にする必要が生じたため、今年度支出しない経費を減額補正するもの。 

 

●百舌鳥支援学校倉庫移設工事                              ６,４００千円 

百舌鳥支援学校のグラウンドを拡張するため、体育倉庫の撤去・新設工事を実施するもの。 
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≪第３表 債務負担行為補正（教育費関係）≫  

■義務教育施設等整備事業                                 ２７，０００千円 

●大浜中学校長寿命化設計業務                             １６,０００千円 

学校等との調整の結果、工期の終期をを令和 4 年度にするもの。  

●百舌鳥支援学校倉庫移設工事                             １１,０００千円 

百舌鳥支援学校のグラウンドを拡張するため、体育倉庫の撤去・新設工事を実施するもの。                        

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和４年度） 

 

■納付拡大事業（市税等コールセンター運営業務）                    ４，０００千円 

放課後児童対策事業保護者一部負担金の未納金の納付に係る督促業務について、翌年度の

準備行為として、本年度中にプロポーザルによる業者選定を行うもの。 

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和６年度） 

 

■英語教育推進事業                                    １７２，０００千円 

ネイティブスピーカー人材派遣業務委託について、翌年度の準備行為として本年度中にプロポ

ーザルによる業者選定を行うもの。 

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和４年度） 

 

■小学校給食運営事業                                   ４９７，０００千円 

小学校の給食調理業務の委託契約のうち令和３年度に満了する契約について、翌年度の準備

行為として本年度中に入札を行うもの。 

校数 ２１校 

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和４年度） 
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■放課後子ども支援事業                                １，１７７，０００千円 

●放課後子ども総合プラン事業（堺っ子くらぶ）                 １，０７２，０００千円 

放課後子ども総合プラン事業（堺っ子くらぶ）にかかる委託契約のうち令和３年度末に満了す

る契約について、翌年度の準備行為として本年度中にプロポーザルによる業者選定を行うも

の。    

校数 ５校  

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和６年度） 

 

●放課後ルーム事業                                   １０５，０００千円  

放課後ルーム事業について、翌年度の準備行為として、本年度中にプロポーザルによる業

者選定を行うもの。    

校数 ５校  

（債務負担行為の期間：令和３年度～令和４年度） 

 

 

≪第４表 地方債補正（教育費関係）≫ 

■中学校校舎等整備事業                                 ▲９，０００千円 

■特別支援学校校舎等整備事業                              ４，８００千円 

中学校校舎や特別支援学校校舎等の整備にかかる歳出予算を補正することに伴い、地方債

の限度額を補正するもの。 

 


